
 

案 

 

大阪市立障害児入所施設条例施行規則の一部を改正する規則 

 

大阪市立障害児入所施設条例施行規則（平成17年大阪市規則第150号）の一部を次のように改正す

る。 

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げ

る規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に

二重傍線を付した規定（以下「対象規定」という。）の改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げ

る対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げてい

ないものを削る。 

改正後 改正前 

 

[削る] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（障害児等） 

第２条 条例第２条第２号の市規則で定める

障害児等は、次に掲げる者とする。 

⑴ 障害者の日常生活及び社会生活を総合

的に支援するための法律（平成17年法律

第123号）第19条第１項の規定により介護

給付費等の支給の決定（以下「支給決定」

という。）を受けた者（18歳に達する日に

おいて条例第５条第１号に該当する者で

あって、18歳に達する日の翌日において

支給決定を受けた者又は支給決定を受け

た日の前日において児童福祉法（昭和22

年法律第164号。以下「法」という。）第

24条の24第１項の規定に基づき法第50条

第６号の３に規定する障害児入所給付費

等（法第24条の２第１項の規定による障

害児入所給付費に限る。）の支給を受けて

いた入所者（法第24条の24第１項に規定

する入所者をいう。）に限る。） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（利用料金） 

第２条 条例第９条第３項第１号及び第２号

の市規則で定める額は、次に掲げるとおり

とする。 

 [⑴ 略] 

⑵ 居住に要する費用 次に掲げる区分に

応じ、それぞれ次に定める額 

ア 条例第５条第１号又は第２号に掲げ

る者 １日につき426円 

 

イ 条例第５条第４号に掲げる者 １日

につき525円 

[２ 略] 

（利用料金の納付時期） 

第３条 [略] 

（費用の納期） 

第４条 学園への入所の措置に係る児童福祉

法（昭和22年法律第164号）第56条第２項、

身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）

⑵ 障がい者制度改革推進本部等における

検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直

すまでの間において障害者等の地域生活

を支援するための関係法律の整備に関す

る法律（平成22年法律第71号）附則第35

条第１号の規定の適用を受ける者 

⑶ 身体障害者福祉法（昭和24年法律第283

号）第18条第１項又は第２項の規定によ

る措置に係る者 

⑷ 知的障害者福祉法（昭和35年法律第37

号）第15条の４又は第16条第１項第２号

の規定による措置に係る者 

（利用料金） 

第３条 [同左] 

 

 

[⑴ 同左] 

⑵ [同左] 

 

ア 条例第５条第１号、第２号、第４号

又は第５号に掲げる者 １日につき

377円 

イ 条例第５条第６号に掲げる者 １日

につき495円 

[２ 同左] 

（利用料金の納付時期） 

第４条 [同左] 

（費用の納期） 

第５条 学園への入所の措置に係る法第56条

第２項、身体障害者福祉法第38条第１項又

は知的障害者福祉法第27条の規定により徴



 

第38条第１項又は知的障害者福祉法（昭和

35年法律第37号）第27条の規定により徴収

する費用の各月分の納期限は、翌月の末日

（その日が12月31日であるときは、翌年の

１月４日）とする。 

[２ 略] 

第５条～第９条 [略] 

収する費用の各月分の納期限は、翌月の末

日（その日が12月31日であるときは、翌年

の１月４日）とする。 

 

 

[２ 同左] 

第６条～第10条 [同左] 

備考 表中の[ ]の記載は注記である。 

   附 則 

 この規則は、令和６年４月１日から施行する。 


